
メディカルマネジメントセミナー
～第１部～ 医療法人制度改革と新認定医療法人制度
～第２部～ 医療機関における職員採用のポイント

河合医療福祉法務事務所 ・ 社会保険労務法人村松事務所 主催
日本医療法人協会静岡支部 後援

プログラム 内 容

第１部

医療法人制度改革と

新認定医療法人制度

14：00～15：20

・医療法と医療法人制度を振り返る

・第５次～第７次医療法改正における医療法人制度改革

・医療法人の形態と、特定医療法人と社会医療法人の相違点

・具体例より考える持分なし医療法人への移行

・新認定医療法人制度のポイント

第２部

医療機関における職員採用
のポイント

15：30～16：30

・深刻な人材不足の現状

・医療機関にありがちな雇用・採用トラブル

・今こそ必要な採用を成功させるコツ

・効果的な求人方法

・人材定着のための労務管理のポイント

日時

場所

平成２９年１１月１８日（土） １４：００～１６：３０ （13：40開場）

クリエイト浜松 ２階 ２１講座室 （浜松市中区早馬町２-１）

定員 ３０名 ※お申し込み順 参加費 ５，０００円 ※当日、受付にて徴収させて頂きます。

講師紹介 ～第１部～ 河合医療福祉法務事務所 河合 吾郎
行政書士／社会福祉士／医療経営士（３級）／個人情報保護士

【プロフィール】

昭和４９年静岡県浜松市生まれ 中央大学経済学部卒業

平成１３年 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院入職、外来医事課・医療情報センター・経理課など

を経験。在職中に、行政書士、社会福祉士、個人情報保護士などを取得し、平成２３年８月に医療・福祉を

専門とする事務所を開業。医療機関の開設支援、 運営支援・コンサルティングを業務の主軸とする他、医療

法人設立、事業承継、持分なし医療法人への移行も手掛ける。

【2016年講演実績】 【執筆実績】

・病院医事課業務の基本と実務 ・医療法人制度改革 ・日経ヘルスケア

・医療機関のためのやさしいレセプトデータ分析の基本と進め方 ・クリニックばんぶう

・病院・医療機関における未収金予防体制の構築・管理・回収の実務 ・月刊医療経営士 等

～第２部～ 社会保険労務士法人村松事務所

特定社会保険労務士／戦略経営ＭＢＡ 村松 貴通
【プロフィール】

昭和５２年静岡県浜松市生まれ 中央大学法学部卒業（労働法専攻） スタッフ２５名の社労士法人所長

３８歳から２年間、実務の傍ら、自費で中央大学大学院戦略経営研究科で研究を続け、４０歳でMBA（経営学修
士号）取得。各種経営者団体・金融機関などで、労務管理セミナー講師を年間５０回以上こなす。

メールマガジン「労務管理で社長を成長させる！」は経営者、経営幹部、総務担当者など約６，９００名へ配信中。
著書に「３５歳までに社長になる」「従業員を採用するとき読む本」専門誌執筆多数。人事労務系冊子を8冊執筆。

今まで静岡県から経営革新計画承認を5度受け、注目を集める。士業で経営革新5度認定は、全国オンリーワン。

中小企業の人材採用を支援する村松事務所の先進的な取り組みは新聞社やテレビ局各社から取材を受ける。

第１部では、今後の医療法人運営に関わるポイントを、近年の医療法人制度改革・新認定医療法
人制度の視点より解説致します。第２部では、医療機関が苦労されている職員確保の為のスムー
ズな採用方法について、社会保険労務士より解説致します。



医療機関名

ご住所

参加される方 部門・役職 お名前

（出席される代表の方のお名前をご記入ください）

TEL FAX

E-mail 参加人数
人

11／18 メディカルマネジメントセミナー

【申込用紙】 FAX ０５３ー４２０－２０１０
（河合医療福祉法務事務所 宛）

※お申込みの締切は11月15日（水）とさせて頂きます。その後のお申込みについてはお電話でお願いします。
※ご記入頂いた個人情報は、本セミナーのご案内に利用致します。

クリエイト浜松
２階 ２１講座室

浜松市中区早馬町２－１

ＪＲ浜松駅より徒歩10分

遠州鉄道
遠州病院駅下車 すぐ

お気軽にお問い合わせください

河合医療福祉法務事務所

〒433-8112 静岡県浜松市北区初生町702-15

【電話】053-420-2000 【FAX】 053-420-2010

【URL】 http://www.kawai-office.info/

社会保険労務士法人 村松事務所

〒434-0014 静岡県浜松市浜北区本沢合829

【電話】053-586-5318 【FAX】 053-586-5579

【URL】 http://www.muramatsu-roumu.jp

【業務内容】
・医療機関運営・経営支援
・医療法人手続代理
・医療機関開設 医療法人設立 等

【業務内容】
・労務管理業務全般、給与計算、助成金
・就業規則、賃金制度、評価制度づくり
・人材採用支援、適性診断、労働トラブル


